
愛西市

パートナーシップ ファミリーシップ

宣誓制度
この制度は、お互いを人生のパートナーとし、永続的な生活共同体を築くことを約束した二人が

パートナーシップであることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明するものです。

ファミリーシップ
パートナーシップ・

※本制度は、法的効力を発生させるものではありません。

パートナーシップ・ファミリーシップとは

宣誓方法 宣誓日を予約の上、必要書類を用意いただき、市民協働課窓口で申請してください。

愛西市

次の要件をすべて満たすパートナーシップにある方

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

宣誓をすることができる方
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（１）宣誓日の事前予約・・・・・・・・・・・・・
◆ 宣誓を希望される日（土日、祝日、
年末年始除く）の７日前までに、電話
またはメールで予約してください。

（２）宣誓日当日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 予約した日時に必ずお２人揃って愛西市役所市民協働課窓口へお越しください。
◆ １５歳以上の近親者等の方を含めて宣誓する場合は、『近親者等の記載に関する同意書』への記入が必
要となりますので、その方の同席もお願いします。

◆ 市職員立会いのもと、『ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書』に自署し、提出していただきます。

① 愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書
※提出する日に記入。市役所で用意します。

② 住民票の写し等（以下のいずれか１点）

□ 住民票の写し☆

□ 住民票記載事項証明書☆

・宣誓者同士が同一世帯の場合、２人分の情報が
記載されたもの１通で可

・個人番号（マイナンバー）の記載がないもの

③ 婚姻していないことを証明する書類
（以下のいずれか１点）

□ 戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）☆

□ 独身証明書☆

外国籍の場合は、大使館、領事館が発行する「婚姻要件具備
証明書」と日本語訳

④ 本人確認ができるもの
（原本を確認、以下のいずれか１点）【提示】

□ 運転免許証
□ 旅券（パスポート）
□ 個人情報カード（マイナンバーカード）
□ 国・地方公共団体が発行した免許証、許可証等

（顔写真付きのもの） など

二人とも提出が必要な書類 該当する場合のみ提出いただく書類
３か月以内に市内へ転入予定の場合

②の代わりにその事実が確認できる書類
（以下のいずれか１点）

□ 転出証明書
□ 売買契約書
□ 賃貸借契約書 など
・市内転入後、②の書類の提出が必要です。

通称名の使用を希望する場合

通称を日常的に使用していることが確認できる書類
（以下のいずれか１点）

□ 郵便物
□ 各種会員証
□ 社員証 など

近親者等とﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟの記載を希望する場合

近親者等である事実が確認できる書類
（以下のいずれか１点）

□ 戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）☆
□ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）☆
・個人番号(ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ)の記載がないもの
・「③婚姻をしていないこと等を証明する書類」で提出し
た書類で確認できる場合は省略可

近親者等の記載に関する同意書
（15歳以上の場合）
※提出する日に同意者が記入。市役所で用意します。

☆の書類は宣誓の日以前３ヶ月以内に交付されたもの
詳細は、「ご利用の手引き」をご参照ください。

予約先 市民協働課 ＴＥＬ：0567-55-7113
E-mail：kyodo@city.aisai.lg.jp

受付日時 月～金曜日 9：00～17：15（祝日、年末年始除く）

確認事項 ①お２人の氏名 ②生年月日 ③住所 ④電話番号
⑤通称名の使用の有無 ⑥外国籍の方は国籍 ⑦個室希望の有無
⑧宣誓希望日時（第３希望までお伝えください）

＋

宣誓手続きの流れ

郵送での交付を希望する場合

別途 切手 が必要です。簡易書留郵便で送付します。

（３）内容確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 本人確認及びﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟの宣誓の要件を満たしているかの確認を行います。
◆ 準備に時間を要するため、交付までに1週間程度の期間をいただきます。

（４）証明書等の交付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆ 交付の準備ができましたらご連絡しますので、本人確認ができるものをご持参の上、受け取りにお越し
ください。（宣誓者のいずれかお一人で構いません。宣誓時に郵送での交付を希望した方は、簡易書留郵便にて送付
します。）

◆ 『ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書受理証明書』を宣誓されたお二人に１部ずつ交付します。
◆ 『ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書受理証明カード』をご希望に応じて、ファミリーシップ対象者の希望人
数分交付します。

宣誓時に必要なもの
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（２）記載事項の変更

共通

愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書内容変更届

変更内容を確認できる書類

住所又は氏名の変更の場合

住民票の写し等（以下のいずれか１点）

□ 住民票の写し☆

□ 住民票記載事項証明書☆

・宣誓者同士が同一世帯の場合、２人分の情報が記載
されたもの１通で可
・個人番号（マイナンバー）の記載がないもの

☆の書類は宣誓の日以前３ヶ月以内に交付されたもの

通称名の追加・変更の場合

通称を日常的に使用していることが確認できる書類
（以下のいずれか１点）

□ 郵便物
□ 各種会員証
□ 社員証 など

近親者等の追記・削除の場合
＜追加＞

近親者等である事実が確認できる書類
（以下のいずれか１点）

□ 戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）☆
□ 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）☆
・個人番号（マイナンバー）の記載がないもの
・「③婚姻をしていないこと等を証明する書類」で提
出した書類で確認できる場合は省略可

近親者等の記載に関する同意書
※15歳以上の場合は届出する日に記入。市役所で用意します。

＜削除＞

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書
※15歳以上の場合は提出する日に記入。市役所で用意します。

証明書等の交付後の手続きも、電話またはメールで事前予約をお願いします。

＋

（１）近親者に関する記載の削除
◆ 宣誓書に氏名等を記載された１５歳以上の近親者等は、近親者等が記載された証明書等から近親者等
の氏名等を削除するよう申し立てることができます。

愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟの宣誓に関する申立書 ※提出する日に記入。市役所で用意します。

◆ 宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、届出してください。

愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書受理証明書等再交付申請書

（３）証明書等の再交付
◆ 証明書等の紛失や毀損、汚損により、再交付を希望される場合

証明書等交付後の各種手続き

なお、以下の（１）～（４）全ての手続きにおいても、
・④本人確認ができるもの（２ページ下段参照）

・愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書受理証明書
・愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ受理証明カード（交付数全て）

・変更後の証明書等を郵送で交付希望の場合、別途 切手が必要と

なります。

証明書等交付後の各種手続き時に必要なもの

愛西市ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･ﾌｧﾐﾘｰｼｯﾌﾟ宣誓書受理証明書等返還届

（４）証明書等の返還
① パートナーシップが解消されたとき ② 双方が愛西市内に住所を有しなくなったとき
③ パートナーが死亡したとき ④ 宣誓が無効になったとき ⑤ 返還すべき事由が生じたとき

宣誓書
受理証明書

受理証明カード
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市Ｗｅｂページ

愛西市市民協働部 市民協働課
0567-55-7113
kyodo@city.aisai.lg.jp

詳細情報・お問い合わせはこちら

受理証明書の提示を受けられた方は、この制度の趣旨をご理解いただき、受領証の活用など、皆様
のご協力をお願いします。

電話
メール

【愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書】

（表面）

【愛西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード】

（裏面）

受理証明書の見本

市民・事業者の皆様へ
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